
















































免許番号 共第25号（わかめ、てんぐさ、あわび、さざえ、うに、なまこ） 

(１) 漁場の位置及び区域 

 ア 漁場の位置 高松市庵治町稲毛島地先 

 ウ 漁場の区域 稲毛島周囲最大高潮時海岸線から沖出し50メートル以内の区域 

(２) 漁業の種類及び漁業時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 

第一種共同漁業 

わかめ漁業 11月１日から翌年５月31日まで 

てんぐさ漁業 ５月１日から８月31日まで 

あわび漁業 １月１日から12月31日まで 

さざえ漁業 １月１日から12月31日まで 

うに漁業 １月１日から12月31日まで 

なまこ漁業 11月１日から翌年３月31日まで 

(３) 存続期間 令和６年１月１日から令和15年12月31日まで 

(４) 条件 

ア 河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の行う事業の施行に

ついては、正当な理由がなければこれを拒んではならない。 

イ 藻建網、磯建網漁業と協調の上操業しなければならない。   

(５）関係地区 高松市庵治町 

 

 

 

 

 

  



















































免許番号 共第48号（あわび・さざえ・うに・なまこ） 

(１) 漁場の位置及び区域 

 ア 漁場の位置 小豆郡小豆島町福部島地先 

イ 漁場の区域 大福部島、小福部島周囲最大高潮時海岸線から沖出し200メートル以内の区域。 

(２) 漁業の種類及び漁業時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 

第一種共同漁業 

あわび漁業 １月１日から12月31日まで 

さざえ漁業 １月１日から12月31日まで 

うに漁業 １月１日から12月31日まで 

なまこ漁業 １月１日から12月31日まで 

(３) 存続期間 令和６年１月１日から令和15年12月31日まで 

(４) 条件 

      河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の行う事業の施行に

ついては、正当な理由がなければこれを拒んではならない。 

(５) 関係地区 小豆郡小豆島町坂手 

  















































免許番号 共第69号（わかめ、あわび、さざえ、うに、なまこ） 

(１) 漁場の位置及び区域 

 ア 漁場の位置 坂出市地先 

 イ 点の位置 

   基点Ａ 大崎鼻（高松市、坂出市境界） 

   〃 Ｂ 高松市小槌島高頂 

   〃 Ｃ 高松市小槌島南端 

   〃 Ｄ オリーブ水産株式会社養殖場北側築堤基部から海岸沿い北へ150メートルのところ 

       （北緯34度23分7.671秒、東経133度55分33.63秒の点） 

   〃 Ｅ 旧木沢塩田防砂堤突端 

   〃 Ｆ 旧木沢塩田北西角 

   〃 Ｇ 木沢港西防波堤基部 

   〃 Ｈ 王越町宮ノ鼻 

   〃 Ｉ 宮ノ鼻海岸保護水面南標柱 

   〃 Ｊ 乃生海岸北防砂堤基部 

   〃 Ｋ 相模坊下１号防砂堤突端 

   〃 Ｌ 旧総社塩田北西護岸北角 

   〃 Ｍ 旧総社塩田北西護岸西角から護岸沿い北東へ100メートルのところ 

       （北緯34度20分40.796秒、東経133度52分57.768秒の点） 

   〃 Ｎ 旧総社塩田北西護岸西角 

   〃 Ｏ 室木島東端 

   〃 Ｐ 小与島北東端 

   点 イ ＡからＢ見通し線上Ａから50メートルのところ 

   〃 ロ ＤからＨ見通し線とＣからＦ見通し線との交差点 

   〃 ハ ＣからＦ見通し線とＥからＧ見通し線との交差点 

   〃 ニ ＫからＮ見通し線とＬからＰ見通し線との交差点 

   〃 ホ ＬからＰ見通し線上Ｌから200メートルのところ 

   〃 ヘ ＭからＯ見通し線上Ｍから360メートルのところ 

 ウ 漁場の区域 Ａイ、Ｄロの２直線とＡＤ間沖出し50メートルの只曲線及び最大高潮時海岸

線に囲まれた区域、Ｄロ、ロハ、ハＧの３直線と最大高潮時海岸線に囲まれた

区域、Ｇハ、ＩＪの２直線とＧＩ間沖出し50メートルの只曲線及び最大高潮時

海岸線に囲まれた区域、ＩＪの直線と最大高潮時海岸線に囲まれた区域、Ｊ

Ｉ、Ｋニの２直線とＪＫ間沖出し50メートルの只曲線及び最大高潮時海岸線に

囲まれた区域、Ｋニ、ニホ、ホヘ、へＭの４直線と最大高潮時海岸線に囲まれ

た区域。ただし、昭和21年８月１日（株）松浦工業が埋立免許を受けた坂出市

大屋冨町字釜屋浦3099番地地先海面を除き、大番橋地先海面にあっては、大番

橋北西側から北西へ10メートルのところまでとする。 

(２) 漁業の種類及び漁業時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 

第一種共同漁業 

わかめ漁業 11月１日から翌年５月31日まで 

あわび漁業 １月１日から12月31日まで 

さざえ漁業 １月１日から12月31日まで 

うに漁業 １月１日から12月31日まで 

なまこ漁業 11月１日から翌年３月31日まで 



























































































































































































免許番号 共第236号（建網） 

(１) 漁場の位置及び区域 

 ア 漁場の位置 坂出市地先 

 イ 点の位置 

   基点Ａ 大崎鼻（高松市、坂出市境界） 

   〃 Ｂ 高松市小槌島高頂 

   〃 Ｃ 王越町大崎山高頂 

   〃 Ｄ 王越町宮ノ鼻 

   〃 Ｅ 岡山県玉野市宮田山高頂（122メートル） 

   〃 Ｆ 王越町龍宮山高頂（174メートル） 

   〃 Ｇ 岡山県釜島北東端 

   〃 Ｈ 王越町、大屋冨町境界 

   〃 Ｉ 小瀬居島北端 

   〃 Ｊ 旧総社塩田北西護岸北角 

   〃 Ｋ 小与島北東端 

   〃 Ｌ 旧総社塩田北西護岸西角から護岸沿い北東へ100メートルのところ 

       （北緯34度20分40.796秒、東経133度52分57.768秒の点） 

   〃 Ｍ 室木島東端 

   点 イ ＡからＢ見通し線上Ａから100メートルのところ 

   〃 ロ ＤからＣ見通し線上Ｄから500メートルのところ 

   〃 ハ ＤからＥ見通し線上Ｄから200メートルのところ 

   〃 ニ ＦからＧ見通し線上最大高潮時海岸線からＧへ200メートルのところ 

   〃 ホ ＨからＩ見通し線上Ｈから200メートルのところ 

   〃 ヘ ＪからＫ見通し線上Ｊから200メートルのところ 

   〃 ト ＬからＭ見通し線上Ｌから360メートルのところ 

 ウ 漁場の区域 Ａイ、イロ、ロハ、ハニ、ニホ、ホヘ、ヘト、トＬの８直線と最大高潮時海

岸線に囲まれた区域（河川にあっては、川尻までとする。）。ただし、昭和21

年８月１日（株）松浦工業が埋立免許を受けた坂出市大屋冨町字釜屋浦3099番

地地先海面を除き、大番橋地先海面にあっては、大番橋北西側から北西へ10メ

ートルのところまでとする。 

(２) 漁業の種類及び漁業時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 

第二種共同漁業 
藻建網漁業 １月１日から12月31日まで 

磯建網漁業 １月１日から12月31日まで 

(３) 存続期間 令和６年１月１日から令和15年12月31日まで 

(４) 条件 

 ア 河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の行う事業の施行 

  については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。 

  イ まきえ釣り漁業と協調の上操業しなければならない。 

  ウ 魚類を威嚇して操業してはならない。 

  エ 背丈170センチメートル以上の漁網を使用してはならない。 

(５) 関係地区 高松市サンポート・浜ノ町・扇町・瀬戸内町・新北町・香西本町、坂出市王越

町・大屋冨町・林田町・江尻町・御供所町、綾歌郡宇多津町、丸亀市土器町・御

供所町・富士見町・北平山町・福島町 















































































































































































免許番号 共第354号（桝網） 

(１) 漁場の位置及び区域 

 ア 漁場の位置 観音寺市大股島・小股島地先 

 イ 漁場の区域 大股島・小股島周囲最大高潮時海岸線から沖出し350メートル以内の区域 

(２) 漁業の種類及び漁業時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 

第二種共同漁業 雑魚桝網漁業 10月15日から翌年１月31日まで 

(３) 存続期間 令和６年１月１日から令和15年12月31日まで 

(４) 条件 

  ア 河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の行う事業の施行に 

   ついては、正当な理由がなければこれを拒んではならない。 

  イ 船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならない。 

(５) 関係地区 観音寺市伊吹町 

  



免許番号 共第355号（桝網） 

(１) 漁場の位置及び区域 

 ア 漁場の位置 観音寺市円上島地先 

 イ 漁場の区域 円上島周囲最大高潮時海岸線から沖出し350メートル以内の区域 

(２) 漁業の種類及び漁業時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 

第二種共同漁業 雑魚桝網漁業 10月15日から翌年１月31日まで 

(３) 存続期間 令和６年１月１日から令和15年12月31日まで 

(４) 条件 

  ア 河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の行う事業の施行に 

   ついては、正当な理由がなければこれを拒んではならない。 

  イ 船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならない。 

(５) 関係地区 観音寺市伊吹町 









































































































































































































































































































































(２) 漁業の種類及び漁業時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 

第一種区画漁業 魚類小割式養殖業 

（くろまぐろ養殖業を除く） 

３月25日から翌年１月31日まで 

(３) 存続期間  令和６年１月１日から令和10年12月31日まで 

(４) 個別漁業権又は団体漁業権の別 団体漁業権 

(５) 条件 

ア 河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の行う事業の施行に

ついては、正当な理由がなければこれを拒んではならない。 

イ 漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。 

ウ 船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならない。 

(６) 関係地区 東かがわ市坂元・馬宿・南野・引田・黒羽・吉田・小海・川股 

  



















































公示番号 区第427号（ぶり類、まだい、とらふぐ、その他魚類） 

(１) 漁場の位置及び区域 

 ア 漁場の位置 高松市庵治町城鼻地先 

 イ 点の位置 

     基点Ａ ハジキ鼻 

    〃 Ｂ 相引川尻中央点 

（北緯34度21分34.129秒、東経134度7分11.633秒の点） 

    〃 Ｃ 屋島台頂北端（北嶺北端） 

    〃 Ｄ 屋島長崎鼻北端 

    〃 Ｅ 女木島北端 

    〃 Ｆ 大島アバギの鼻西端 

    〃 Ｇ 大島東端 

   〃 Ｈ 御殿山根太鼻 

    〃 Ｉ 御殿山高頂（88メートル）南側の小高 

    〃 Ｊ 江ノ浦埋立地西側護岸北角 

    〃 Ｋ 庵治漁港沖防波堤突端 

   〃 Ｌ 庵治漁港一文字防波堤北灯台 

    点 イ ＡからＪ見通し線とＥからＬ見通し線との交差点 

    〃 ロ ＡからＪ見通し線上Ａから400メートルのところ 

    〃 ハ ＢからＦ見通し線とＣからＩ見通し線との交差点 

    〃 ニ ＢからＦ見通し線とＤからＫ見通し線との交差点 

    〃 ホ ＣからＩ見通し線とＤからＫ見通し線との交差点 

（北緯34度23分14秒、東経134度6分49秒の点） 

    〃 ヘ ＤからＫ見通し線上ニからＫへ70メートルのところ 

（北緯34度23分11秒、東経134度6分24秒の点） 

    〃 ト ＣからＩ見通し線上ハからＩへ70メートルのところ 

（北緯34度23分2秒、東経134度6分29秒の点） 

    〃 チ ロからト見通し線上ロから100メートルのところ 

（北緯34度22分53秒、東経134度7分3秒の点） 

    〃 リ ＥからＬ見通し線上イからＥへ100メートルのところ 

（北緯34度23分16秒、東経134度7分13秒の点） 

    〃 ヌ ＡからＧ見通し線とＣからＩ見通し線との交差点 

    〃 ル Ｈからヌ見通し線とＥからＬ見通し線との交差点 

    〃 ヲ ＥからＬ見通し線上ルからＥへ110メートルのところ 

（北緯34度23分23秒、東経134度6分53秒の点） 

 ウ 漁場の区域 ホヘ、ヘト、トチ、チリ、リヲ、ヲホの６直線に囲まれた区域 

(２) 漁業の種類及び漁業時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 

第一種区画漁業 魚類小割式養殖業 

（くろまぐろ養殖業を除く） 

３月20日から翌年２月10日まで 

 
























































































